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１ はじめに 

 本審議会は令和２年５月 18 日に（仮称）郡山市地球温暖化対策総合戦略の策

定について諮問を受け、３回にわたり慎重に審議を行った。 

 本市では、平成 23 年に本市の温室効果ガスの排出量削減を定めた「郡山市地

球温暖化対策実行計画（区域施策編）」、平成 30 年に同じく事務事業編としての

「第五次環境にやさしい郡山市率先行動計画」を策定し、地球温暖化対策を推進

するとともに平成27年には地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入等の

基本方針等を定めた「郡山市エネルギービジョン」に基づき総合的に地球温暖化

対策の取り組みを進めてきた。 

具体的な施策としては、地球温暖化に対するあらゆる「賢い選択」を促す国民

運動である「クールチョイス」を推進するとともに、家庭向けには、ニーズに合

わせ、これまでに太陽光発電システム、蓄電池、家庭用燃料電池等の支援を行う

エネルギー３Ｒ推進事業として再生可能エネルギーの導入等を促進してきたと

ころである。また、公共施設においては 23 箇所にレジリエンス強化ともなる再

生可能エネルギー設備等を導入したほか、市役所敷地内に電気自動車用急速充

電器及び水素ステーションを整備し、公用車に電気自動車や燃料電池自動車等

の次世代自動車を導入するなど、率先して地球温暖化対策を推進してきたとこ

ろである。 

しかしながら、本市全体の温室効果ガス排出量は、2017 年度で 3,381 千トン

（データ１）であり、基準年度の 2007 年度から-3.2％に止まっている現状である。ま

た、近年全国各地で異常気象が多発し、本市でも昨年 10 月の令和元年東日本台

風の影響により甚大な被害が発生した。地球温暖化による気候変動への対策は

本市のみならず世界的な喫緊の問題と捉え、今まで以上に気候変動対策に取り

組まなければならない状況にあると考えられる。 

 

データ１ 郡山市の温室効果ガス排出量の推移          出典 郡山市の環境 
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このような状況を踏まえ、2050 年温室効果ガス排出量の実質ゼロ目標を表明

し、地球温暖化対策にかかる総合的な計画である「（仮称）郡山市地球温暖化

総合戦略」の策定を進めるなど、温室効果ガス排出量の削減に向けた施策を積

極的かつ総合的に展開し、脱炭素社会の実現や SDGs 未来都市としての取り組

みを加速させてきた。このような本市の動向に加えてポストコロナ社会の構築

を念頭に審議を重ねたところ、次のような結論に達したものである。 

 

２ (仮称)郡山市地球温暖化対策総合戦略について 

 本市では、「郡山市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」、「第五次環境にや

さしい郡山市率先行動計画」及び「郡山市エネルギービジョン」の３計画により、

地球温暖化対策を進めてきたところであるが、地域気候変動適応計画に係る内

容も含めた気候変動対策を総合的かつ効率的に進めることができるようこれら

４計画を統合した計画を策定するべきである。 

 

図１ (仮称)郡山市地球温暖化対策総合戦略の推進体制 

 

（１）気候変動対策の基本的な考え方 
地球温暖化をはじめとする気候変動問題は、行政だけで解決することは極め

て困難で、市民や事業者の役割に応じた主体的な連携協力が必要不可欠である。

この問題を正しく理解し、行動へ繋げていくことが必要であり、全ての人が「身

の周りの小さなこと」から環境に配慮した行動をすることが重要である。 

そのために、市が率先して気候変動対策に関して行動するとともに、その普

及・啓発を積極的に推進し、市民や事業者が日々の生活や事業活動の中で良好な

環境づくりについて自ら考え、ライフスタイルや事業活動において、環境負荷の

より少ないものを選択し取り入れられるようにすること。 
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新型コロナウイルス感染症の影響による社会・経済の変化を念頭に、非接触型

の情報ツールである LINE やツイッターなどの双方向性の SNS、AI 等を活用した

DX の実現により気候変動対策についての啓発を促進すべきである。 

さらに、近年の気象災害の激甚化、頻発化を受け、国が示している「気候変動

×防災」の観点から脱炭素社会構築に向けた包括的な対策を講じること。 

これにより、社会情勢や環境の変化を迅速に捉え、総合的かつ計画的に施策を

展開することが必要である。 
※DX(デジタルトランスフォーメーション)…デジタル技術が進化し、人々の生活を 

より豊かにすること。 

 

（２）戦略の名称について 
本戦略では、気候変動の原因となる温室効果ガスの排出を抑制する「緩和策」

と気候変動の影響に対応し、被害を最小化・回避する「適応策」を両輪とした気

候変動対策を推進する計画であることや市民・事業者・行政が連携した行動の推

進による相乗効果を期待する意味を込めて、名称を「郡山市気候変動対策総合戦

略」とすべきである。 

 

（３）数値目標の設定､実現のための重要業績評価指標(KPI)について 
 本市における 2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロを達成するためには、国の地

球温暖化対策計画の目標である 2013 年度比 26％削減に資する取り組みを継続

していくだけでは、達成が困難であると考えられる。 

本市においては、地域特性に応じた郡山市独自の目標を設定するとともに上

乗せを行い、国の目標を上回る目標を設定すること。 

また、温室効果ガス排出量削減目標達成を実現するための KPI を設定するこ

と。 
 
図２ 目標の上乗せイメージ 

 
 

2013 年度 2030 年度 2050 年度 

国の「地球温暖化対策計画」の目標(26%削減) 

実質ゼロ 

郡山市独自の対策による削減目標(数%削減) 
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（４）対策の方向性について 
本市においては、「郡山市エネルギービジョン」に基づく取り組みの推進によ

り、省エネルギーの推進が目標年度より早く達成しており、再生可能エネルギー

の導入状況も計画どおりに進捗している状況（データ２）である。 

温室効果ガス排出量のうち、エネルギー消費に伴うものが約 96％を占めてい

ることから、気候変動対策として、徹底した省エネルギーの推進及び積極的な再

生可能エネルギーの導入を引き続き行うこと。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、労働や生活のあり方が

変化し、オフィスや人の移動に関するエネルギー消費量は減少する一方で、家庭、

物流、情報インフラ等に関するエネルギー消費量の増加が見込まれることから、

ポストコロナに対応する「新しい生活様式」を見据えた気候変動対策の配慮が必

要である。 

 
データ２ 郡山市の電力消費量と再生可能エネルギーの導入割合 
 

  
（５）戦略の推進、進行管理について  
 本戦略の推進にあたっては、関連する各種計画との連携を図りながら、毎年度

の進捗状況や達成状況を把握するとともに、評価・分析を行い、当審議会への報

告が必要と考える。 

 また、環境を取り巻く社会情勢の変化や突発的な災害があった場合には、本戦

略の見直しを含め具体的な施策を随時検討すること。 

 

３ 目標達成に向けた本市の独自施策について 
 国の目標である2013年度比26％削減を上回る目標を達成するためには、国の

地球温暖化対策計画に記載された対策を継続するとともに、郡山市の地域特性

に応じた独自の対策を実施していく必要があることから、温室効果ガス排出量

削減の費用対効果を考慮して関連予算の措置を行うこと。 

また、「郡山市地球温暖化対策推進本部」において、引き続き横断的な取り組

み等を推進すること。 
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（１）次世代自動車の加速度的な導入について 

本市の温室効果ガス排出量のうち、運輸部門の割合が28.4％と最も多く（データ

３）、排出量の削減も進まない状況（データ4）であることから、市内の自動車を次世代

自動車に転換していくことが求められる。 

次世代自動車への転換においては、率先的に公用車の次世代自動車への切り

替えを実施していくとともに、市民・事業者等による次世代自動車導入を促進す

るためのインセンティブについては国、県等と連動した支援制度を検討するこ

と。 

 

データ３ 2017 年度の種類・部門別温室効果ガス排出量 

 
 

データ 4 部門別温室効果ガス排出量の推移 
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（２）排出係数の小さい電力会社の選択の推進について 
温室効果ガス排出量削減のために、再生可能エネルギーを導入するとともに、

それにより地域が活性化する仕組みが必要である。 

本市においては、国が2030年度の目標としている排出係数0.37kg-CO2/kＷh 以

下となる排出係数の小さい再生可能エネルギー由来の電気を提供する電力会社

の選択を推進するため、地域新電力会社の設立や支援等を進めること。 

 

  
 
 
（３）一般廃棄物排出量の削減について 
一般廃棄物の焼却処理に伴い、温室効果ガスが排出されており、2018年度に本

市から排出された廃棄物の量は、市民一人一日当たり1,195ｇ（データ5）と、中核市

のなかで最多の排出量となっていることから、早急に対策を講じる必要がある。 

一般廃棄物排出量を削減するためには、公共施設における徹底的な分別を率

先して実施することはもちろん家庭系及び事業系廃棄物に資源物が入らないよ

うに（データ6）分別を徹底するとともに、食品ロス削減の取組みを推進するなどの

廃棄物の減量に向けて徹底した取り組みを行うこと。 
 
データ５ 郡山市民一人一日当たりのごみ排出量（ｇ／人・日） 
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データ６ 生活系ごみの組成調査結果（令和元(2019)年７月実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 2050年温室効果ガス排出量実質ゼロに向けて 
 本年10月26日に菅義偉内閣総理大臣の所信表明演説において、2050年までに

温室効果ガス排出量を実質ゼロにする宣言を行ったが、本市においては国に先

駆けて実質ゼロ宣言を行っている。 

実質ゼロ達成に向けては、2020年度までの対策を継続するだけでは困難と言

わざるを得ず、本戦略の計画期間である2030年度までの10年間に対策を確実に

実施することが極めて重要である。 

今後は本市独自の施策をはじめとした本戦略を実施することはもちろん、こ

おりやま広域圏の中心市として脱炭素社会を牽引する役割を果たすため、2050

年までに実質ゼロを達成するために更なる対策の検討を進めるべきである。 
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